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３． （１）幹事会の報告 タイムライン訓練について

令和２年度は、タイムラインの更なる実⾏性の向上に向け、令和元年度に引き続き、学習型（対話型）の訓練を実施
した。訓練結果（対話内容）は、今後のタイムライン更新時の参考資料となるように考察（改善内容案）を整理して、
各機関と共有。また、訓練結果等を踏まえて⼀部の機関でタイムラインの更新が図られた。

○タイムラインに関する令和２年度の主な取組内容

■訓練の概要

第７回協議会
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■訓練に関する主なアンケート結果（１／２）
訓練に関するアンケート結果では、各機関から本訓練の有効性等に関する回答を得たとともに、今後の訓練に関す
る改善点や意⾒を確認した。

■設問１：
本⽇の訓練で、タイムライン（チェックリスト）運⽤
について、イメージがつきましたか。【プレイヤーの
み】

■設問２：
本⽇の訓練を通じて、少なからずタイムラインの⾒直
し項⽬、課題等の抽出ができましたか。【プレイヤー
のみ】

・約9割の参加者から、タイムラインの運⽤のイメージがついた、課題が抽出できたとの回答を得た。
・また、設問２のタイムラインの課題では、具体的に以下のような意⾒を確認した。

−タイムラインへの追加記載項⽬の抽出
−台⾵第19号と訓練時の状況での対応の乖離
−実施フェーズの⾒直し（前倒し）
−コロナ対策の強化、体制確保 等

３． （１）幹事会の報告 タイムライン訓練について 第７回協議会
資料１－２

2/5



■訓練に関する主なアンケート結果（２／２）
訓練に関するアンケート結果では、各機関から本訓練の有効性等に関する回答を得たとともに、今後の訓練に関す
る改善点や意⾒を確認した。

■設問４：
本⽇の訓練は、関係機関間での連携⽅
法の確認や、担当者の顔の⾒える関係
の構築の場として有効だと思いますか。

・その他、訓練の改善点や今後の訓練への要望として、以下のような課題や提案等が挙げられた。
−訓練時間と質問数との調整（全体的に確認するor内容を絞って深掘りする等）
−映像等を⽤いて、より切迫感等の状況が想起可能な訓練
−関係機関との議論（鉄道への要望等）
−訓練の状況設定、質問内容の事前配布なし（ブラインド化）

■設問３：
本⽇の訓練を通じて、他機関の⾏動で
参考になることはありましたか。

・ほぼ全員から、他機関の⾏動が
参考になった、関係構築の場と
して有効との回答を得た。

・また、設問３の参考になった他
機関の⾏動としては、各市町及
びオブザーバーで以下のような
内容が挙げられた。

■各市町：浸⽔ナビの利⽤や避難
所の開設タイミング 等

■オブザーバー：各市町の対応の
全体像や各情報の利活⽤状況、
リエゾン等の取組 等
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■令和2年度のタイムラインの更新状況
令和2年度におけるタイムラインの更新については、下表に⽰すとおりである。
なお、更新していない市町は、内閣府等にて検討している「避難指⽰（緊急）」「避難勧告」の⼀本化、警戒レ
ベル5（災害発⽣情報）の名称⾒直し等※と併せて次年度以降に更新を予定。

市町名 更新有無 主な更新内容
⾼崎市 なし −
藤岡市 あり ・訓練前の時点で、避難勧告、避難指⽰（緊急）の⼀本化に関する更新
⽟村町 あり ・訓練等を踏まえた内容の更新
上⾥町 なし −
神川町 なし −

出典）令和元年台⾵第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難
等に関するサブワーキンググループ
令和元年台⾵第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等のあ
り⽅について（最終とりまとめ）（令和2年12⽉24⽇公表）
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/subtyphoonworking/index.html

※参考：令和元年台⾵第19号を踏まえた避難情報に関する対応の⽅向性（概要）
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・タイムラインは策定することが目的ではなく、導入・運用による効果を確認しつつ、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な見直しを図って
いくことが重要である。

・烏・神流川流域では、平成28年度に各市町でタイムラインを作成してから、令和元年台風第19号での検証や流域市町合同での訓練等を
通して精査・更新を図ってきました。

・今後はさらなるタイムラインの実行性の向上に向け、下図に示す通りＰＤＣＡサイクルの中で、「各機関での取組み」と「流域全体で
の取組み」を明確にし、それぞれで継続的な取り組みを実施する。

・各機関では、作成したタイムラインを洪水時にチェックシートとして『運用』するとともに、庁内での訓練や洪水時の災害対応があっ
た場合、災害対応記録（クロノロジー）等を作成して『検証』を行い、主体的なタイムラインの『改善・見直し』を図る。

・流域全体では、洪水時において各関係機関が連携した『運用』を行うとともに、機関同士の連携上の課題や対応策の検討を意見交換の
場等をつくりながら『検証・改善』を図る。また、本協議会・幹事会の場等で各機関のタイムラインの『見直し』結果を共有する。

ＰＤＣＡのイメージ

Action
改善

Check
点検
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実⾏

Plan
計画

○ホットライン（所長-首長）

高崎河川国道事務所 住民等藤岡市気象・水象情報

【平成31年3月版】（加筆修正青字）
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0h

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）
藤岡市（烏川）

水防団待機水位到達
岩鼻水位観測所（水位1 .0m）

氾濫注意水位到達
岩鼻水位観測所（水位3 .3m）

第二次防災体制

避難判断水位到達
岩鼻水位観測所（水位4 .1m）

洪水予報（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
岩鼻水位観測所（水位4 .6m）

洪水予報（氾濫危険情報）

水防警報（出動）

○水防団指示（待機・準備）

第三次防災体制

第四次防災体制
烏川沿川地区
避難勧告

烏川沿川地区
避難準備情報

○10分ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報、道路交通規制情報を確認

堤防天端水位到達・越流 洪水予報（氾濫発生情報）
烏川沿川地区
避難指示

要配慮者避難開始

◇大雨・洪水・（暴風）警報発表

○群馬県情報連絡会（県庁で台風の説明市町
村はＴＶ会議システムで視聴）

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合は、避難準備・高齢者等避難開始の発
令判断

○必要に応じ、助言の要請、リエゾンの派遣要請検討

○施設（樋管等）の点検・操作確認

避難開始

○リエゾンの派遣

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○水防警報（指示）

○リエゾンを通じ、災害対策機械の派遣要請○災害対策機械の派遣

◇台風予報

◇大雨特別警報発表

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

○テレビ、ラジオ、インターネット等による気象
警報等の確認

○防災無線、携帯メール等による避難準備情
報の受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○テレビ、インターネット、携帯メール等による
大雨や河川の状況を確認○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○樋管等の操作

○応援体制の確認・要請
（防災エキスパート等）

○漏水・侵食情報提供

○水防団等への注意喚起

○水防団の活動状況を確認し、必要に応じ、県へ自衛隊の派遣を要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難ルート
の確認

避難解除

※気象・水象情報に関する発表等のタイ
ミングについては、地域・事象によって、
異なります。

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇大雨・洪水・強風注意報発表

ホットライン（前橋地方気象台）

○台風に関する気象庁記者会見

○台風に関する気象庁記者会見

第一次防災体制

災害対策（警戒）本部の設置

避難完了

○防災無線、携帯メール等による避難勧告の
受信

○防災無線、携帯メール等による避難指示の
受信

○防災担当部署、代理者（警戒本部長）の登庁

○避難勧告の検討（必要に応じ、ホットライン等により河川事務所へ対象地域を
確認、過去の洪水との比較等、洪水の切迫性について確認）

○避難準備・高齢者等避難開始の発令対象地域検討

○水防団に対し、必要に応じ安全な場所に退避を指示

○住民に対し、堤防決壊等の状況を周知

○水防団からの報告等により堤防の決壊を早く覚知した場合には、河川事務所、
県、所轄警察署等の関係機関に通知。出来る限り氾濫による被害が拡大しな
いように努める。

○避難勧告又は避難指示（緊急）の発令判断

最終的な危険回避行動

○市管理の樋管等の操作担当者に操作に関する注意喚起

○水防団指示（出動・指示）

○予め定めた防災対応の全職員が体制に入る

○氾濫シミュレーションの結果等を確認し、避難指示（緊急）を発令

○危険箇所の水位監視

○被害状況の把握

○現地対策本部の設置

○復旧対策の検討

○今後の氾濫予測

○大雨特別警報の住民への周知

○気象庁発表の流域平均雨量（実績・予報）を確認

水防警報（待機・準備）

○ホットライン（所長-首長）

○第２ホットライン（幹部間）
（氾濫注意水位の直後に避難判
断水位に到達する可能性等）

○第２ホットライン（幹部間）

○ホットライン（所長-首長）

○第２ホットライン（幹部間）

○第２ホットライン（幹部間）

※この間、水位間隔が狭いため、早めに
次段階の対応を始めなければならない
可能性がある。

【平成31年3月版】（加筆修正緑字）

○庁議の実施

○定期的に河川水位、雨量、降水短時間予報、道路交通規制情報を確認

○職員・機動隊の動員・配置

○水防資材（土嚢等）の確認・準備

○各区長への情報提供、共有

○福祉施設等へ注意喚起を実施

○自主避難所開設の準備

○避難所開設の準備

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達
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◇台風に関する群馬県気象情報
○台風に関する気象庁記者会見

※今後の出水や訓練等を通じて見直しを行っていく。

氾濫発生

■タイムラインの作成・⾒直し
【各機関での主な取組み】
・各機関・流域全体での課題や対応策の検討
結果を踏まえて、タイムラインを更新

【流域全体での主な取組み】
・各機関のタイムラインの更新結果を共有

■タイムラインの改善
【各機関での主な取組み】
・各機関での運⽤や訓練結果を踏まえたタイ
ムラインの改善案の検討

【流域全体での主な取組み】
・意⾒交換の場を設け、各機関での実災害や
訓練での検証結果の共有と対応策・連携⽅
法等の調整・検討

■タイムラインの検証
【各機関での主な取組み】
・各機関（庁内）での訓練の実施や実災害で
のクロノロジーとの⽐較・検証

【流域全体での主な取組み】
・意⾒交換の場を設け、実災害での対応に関
するふりかえりや課題の整理

■タイムラインの運⽤
【各機関での主な取組み】
・洪⽔時におけるチェックシートとしてのタイ
ムラインの運⽤

【流域全体での主な取組み】
・洪⽔時における情報共有・ホットライン等、
関係機関間での連携した対応の実施

■今後のタイムラインの運⽤と継続的な更新について
３． （１）幹事会の報告 タイムライン訓練について 第７回協議会
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